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国際的に経済安全保障への注目が高まっている
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超大国としての台頭

技術革新により民生用の先端技術で軍事転用可能なものが増加

中国要因

技術要因

戦略

国内法

人権

エコノミック・ステイトクラフトの多用

軍民融合の国家戦略化

中国の経済戦略（双循環）

国家情報法

サイバーセキュリティ法

輸出管理法

新疆ウイグル：強制労働、強制妊娠

中絶、強制避妊手術

チベット：宗教の自由に対する抑圧、

強制労働

香港：国家安全維持法

南モンゴル：「文化的ジェノサイド」

信頼できないエンティティ・リスト

様々な中国関連要因と技術要因によって「経済安保」への注目が高まっている

企業による経済活動が安全保障（国家政

策）に影響を与える

安全保障環境が経済（企業活動）に影響を

与える



日本の経済安全保障政策の変遷（安倍・菅政権）
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「経済安全保障（一括）推進法」の概要は菅政権下で既に固まっていた

自民党
ルール形成戦略議員連盟

『提言「国家経済会議（日本
版NEC）創設』

2019年5月 2019年10月

国家安全保障局

「経済班準備室」を設置

2020年4月

国家安全保障局

「経済班」が正式に発足

自民党
新国際秩序創造戦略本部

『提言「経済安全保障戦略」
の策定に向けて』

2020年12月

・審議官：経産省
・参事官：総務省・外務省・財務省

・この提言を機に各省庁が「経済
安保」窓口を設置しはじめる

日米首脳会談

「新たな時代における日米グ
ローバル・パートナーシップ」

2021年4月

自民党
新国際秩序創造戦略本部

「経済財政運営と改革の基
本方針2021」に向けた提言

2021年5月

・「一括推進法」制定に言及
・課題として16分野を特定

・ただし、コロナ禍により実質的に
「コロナ班」となってしまう

・サプライチェーン、先端技術開発
協力、知財保護などが明記

・経済安保推進法の骨格が見え
てくる

安倍政権

菅政権



日本の経済安全保障政策の変遷（菅・岸田政権）
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多くの課題がある中で選ばれたのが今回の「四本柱」となっている

閣議決定

「経済財政運営と改革の基
本方針 2021」

2021年6月 2021年10月

岸田政権

経済安全保障担当大臣任
命

2021年11月

岸田政権

経済安全保障推進会議

日豪首脳会談

「日豪首脳共同声明」

2022年1月

・「経済安全保障大臣」は世界初
と考えられる

・「四本柱」がより明確になる

日米首脳会談

「経済版2プラス2」の立ち上
げに合意

2022年1月

岸田政権

経済安全保障推進法

2022年5月

・強靱なサプライチェーン構築、重
要インフラ保護、重要技術開発

・経済安全保障に関する関係閣
僚会議を設置

・外務と経済を担当する閣僚によ
る経済安全保障対話

・「四本柱」からなる経済安全保障
法が成立

菅政権 岸田政権

岸田政権



2019年以来、日本の経済安保関連組織体制は急速に整備されてきた
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外務省
経済安全保障政策室の設置

経産省
経済安全保障室の設置

外為法の改正による貿易管理・投資
規制の強化

既存の枠組みで対応しきれなくなってきたため、今回法整備に踏み込んでいる

共同研究への補助金規制
（外国資金の受け入れ状況開示）

先端技術開発への研究開発費

サプライチェーン対策への補助金

組織改編

技術漏洩
対策

企業への
支援

警視庁
経済安全保障PTの発足

留学生の受け入れ審査

公安調査庁
経済安全保障PTの設置

金融庁
経済安全保障室設置

防衛省
経済安全保障情報企画官設

置

経済安全保障リスクの情報提供

国際協力

米国
・日米競争力・強靱性（コア）

パートナーシップ
・経済版2+2

豪州
・重要鉱物資源の強靭なサプ

ライチェーン発展
・重要インフラ保護の強化

クワッド（日米豪印）
・半導体などの強靭・安全なサ

プライチェーン
・先端技術協力
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5月11日に「経済安全保障推進法」が成立

サプライチェーン 特許非公開 官民技術協力 基幹インフラ

目的
「戦略的物資」の安定

供給

目的
軍事転用可能な技術

を公開させない

目的
「特定重要技術」の開

発支援

目的
国民生活にとって重要
なインフラの安全性確

保

今後の論点
「戦略的物資」の定義

今後の論点
どれほど幅広く適用さ

れるのか

今後の論点
支援する技術の選定  

今後の論点
「経済安保」・「産業育
成」・「保護主義」のバ

ランス

ただし、いずれも航空宇宙・防衛産業との関係性が必ずしもクリアではない
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政府は「特定重要物資」のサプライチェーン把握が可能となり、一部支援も行う

サプライチェーン

経済安全保障推進法の「4本柱」

目的
「戦略的物資」の安定

供給

今後の論点
「戦略的物資」の定義

【概要】

・企業に対して「特定重要物資」の供給計画の作成を求める
　⇒「特定重要物資」は政令で定義
　⇒政府が有効と認定すれば助成金などで支援

・必要性があると判断されれば、政府が備蓄を行う

【航空宇宙・防衛産業上の論点】

・政令で定めるとされている「特定重要物資」に航空宇宙・防衛産業は入るのか？
　⇒想定されていたのは、半導体、バッテリー、医薬品、鉱石などだが…

・(1)国内回帰、(2)同盟・パートナー国依存、(3)その他国々への依存、のバランス
をどうするか？
　⇒すべて(1)国内回帰は非現実的
　⇒(3)を一切排除することも非現実的
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特許非公開制度を導入することで、「デュアルユース」技術を非開示にできる

特許非公開

経済安全保障推進法の「4本柱」

目的
軍事転用可能な技術

を公開させない

今後の論点
どれほど幅広く適用さ

れるのか

【概要】

・１次審査は特許庁

・２次審査が安全保障担当部門を審査する新組織が「機微性」を判断

・2次審査は内閣府と防衛省が中心

【航空宇宙・防衛産業上の論点】

・適切な「補償額」をどう算出するのか？

・実際に年間何件ほどが特許非公開対象となると想定されているのか？
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官民技術協力により、日本の経済安全保障にとって重要な技術の育成を支援

官民技術協力

経済安全保障推進法の「4本柱」

目的
「特定重要技術」の開

発支援

主論点
支援する技術の選定  

【概要】

・「重要技術研究開発協議会」を新設

・「特定重要技術」に対して、将来的に5000億円規模の「経済安全保障基金」から
支出

・2023年創設の経済安保に関する調査研究機関がNSS・内閣府・防衛省・文科省
に助言

【航空宇宙・防衛産業上の論点】

・航空宇宙・防衛産業はこの資金を使えるのか？
　⇒「宇宙・海洋・量子・AI等」が想定されている

・協議会に参加する「研究者」は誰がどのように選定する？
　⇒実質的な補助金獲得合戦となるのでは？
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情報漏洩等のリスクが高い設備を排除することで重要なインフラの安全性が担保

基幹インフラ

経済安全保障推進法の「4本柱」

目的
国民生活にとって重要
なインフラの安全性確

保

今後の論点
「経済安保」・「産業育
成」・「保護主義」のバ

ランス

【概要】

・「①基幹インフラに該当する産業」の「②一部大手企業」は「➂重要な設備（ハー
ドウェア・ソフトウェア）」を導入する際に政府の事前審査を受けることになる。

・「基幹インフラ」：電気、ガス、石油、水道、電気通信、放送、郵便、金融、クレジッ
トカード、鉄道、貨物自動車運送、外航貨物、航空、空港

【航空宇宙・防衛産業上の論点】

・防衛産業は「基幹インフラ」に指定されていないが…？
　⇒航空宇宙産業に関しては「航空」でカバーされる？

・日本産以外のものは全て排除？そうでない場合の線引きは？
　⇒諸外国から「保護主義」で「WTO違反だ」と指摘された場合どう対応するのか

・これにも補助金をつけるべきでは？
　⇒そうであれば導入済システムで脆弱性が高いシステムの入れ替えも進む
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岸田政権下で国家安全保障戦略の改定に向けた議論が進んでいる

「経済安全保障」上の施策と「航空宇宙・防衛産業」の扱いをどう捉えていくかの整理が必要

「装備品等のサプラ
イチェーン上のリス
クに国として適切に
対応する体制を整

える」

「AI、無人機、量子
技術等の先端技

術、サイバー、宇宙
等の新領域分野に
関する取組や研究
開発費の増額」

「有事の社会機能と
自衛隊の継戦能力
の維持のために、
重要インフラの防護

をより強化」

「経済安全保障」という
単語は一度も使われ

ていないが…

いずれも「経済安全保
障推進法」で取り上げ
られた内容が含まれて

いる

サプライチェーン 官民技術協力 基幹インフラ


